


Ⅱ 地 域 振 興 関 係 

 

一 過疎対策 

 １ 過疎地域の現状と対策 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和 3年法律第 19号。以下「法」

という。)に基づいて公示されている過疎市町村は、法第 2条によるものが 14 市町村、

法第 3条によるものが 4市、法第 42 条によるものが 1市であり、法附則第 7条による

特定市町村が 1 市となっている(令和 5 年 4 月 1 日現在)。過疎地域の人口が全県人口

に占める割合は、令和 2年国勢調査でみると、16.5％である。 

 過疎地域においては、これまで過疎地域自立促進特別措置法（平成 12 年法律第 15

号）等に基づき、総合的かつ計画的な過疎対策事業を実施してきたところであり、この

結果、道路、上水道などの公共施設整備の面で、一定の整備が進んでいる。 

 しかしながら、過疎地域においては、高齢化の進行と人口の減少が続いており、担い

手不足による荒廃農地の増加や森林の荒廃、さらには集落機能の低下や生活面での不

安の増大など、地域社会の活力が失われつつある。過疎地域は、国土保全の役割や、憩

いややすらぎの場の提供など、多面的・公益的な機能を有していることから、生活の基

礎的条件の確保とともに、地域の実情に応じた持続的な施策の展開が必要である。 

 こうしたことから、県及び各過疎市町村は、法に基づき過疎地域持続的発展計画をそ

れぞれ策定し、過疎地域の持続的発展に向けて計画的に取組を行っており、ソフト・ハ

ード両面から総合的に施策を推進している。また、それぞれの地域の自然や歴史、地域

特産物、伝統文化などの地域資源を活用した地域づくりが各地域で取り組まれている。 
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過 疎 地 域 の 概 要 

区 分 市町村数 面 積(k㎡) 人 口(人) 人口密度(人/k㎡) 

全 県 域 27 7,114.33 1,888,432 265.4 

過 疎 地 域 20 5,103.99 310,815 60.9 

過疎地域の占める割合(％) 74.1 71.7 16.5 － 

 注）令和 2 年(2020)国勢調査、農林業センサスによる。 
      過疎地域には特定市町村の区域を含む。 
 
 

人 口 の 推 移 

区 分 
人    口  （人） 

昭和55年 平成２年 平成12年 平成22年 平成27年 令和2年 

全 県 域 1,871,023 1,925,877 1,950,828 1,945,276 1,921,525 1,888,432 

過 疎 地 域 462,140 439,048 407,362 363,422 337,180   310,815 

過疎地域の占 

める割合(％) 
24.7 22.8 20.9 18.7 17.5 16.5 

 注）国勢調査による。   
      過疎地域には特定市町村の区域を含む。 
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岡 山 県 過 疎 地 域 分 布 図 

（令和５年４月１日現在） 
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当初指定
S45

追加指定
S47

当初指定
S55

追加指定
当初指定

H2
追加指定

H4,H9
当初指定

H12
市町村
合併後

追加指定
H22

追加指定
H26

当初指定
R3

追加指定
R4

建部町 建部町 建部町
岡山市

（旧建部町）

岡山市
（旧建部町）
※特定市町村

加茂町 加茂町 加茂町 加茂町

阿波村 阿波村 阿波村 阿波村

久米町 久米町 久米町 久米町

美星町 美星町 美星町 美星町

芳井町 芳井町 芳井町 芳井町

昭和町
(S47合併)

高梁市 高梁市

有漢町 有漢町 有漢町 有漢町

成羽町 成羽町 成羽町 成羽町

川上町 川上町 川上町 川上町

備中町 備中町 備中町 備中町

新見市 新見市H4 新見市

大佐町 大佐町 大佐町 大佐町

神郷町 神郷町 神郷町 神郷町

哲多町 哲多町 哲多町 哲多町

哲西町 哲西町 哲西町 哲西町

日生町
備前市

（旧日生町）
備前市 備前市

牛窓町 牛窓町
瀬戸内市

（旧牛窓町）
瀬戸内市

（旧牛窓町）

吉井町 吉井町 吉井町 吉井町
赤磐市

（旧吉井町）

赤磐市
（旧赤坂町、
旧吉井町）

北房町 北房町 北房町 北房町

勝山町 勝山町 勝山町

落合町

湯原町 湯原町 湯原町

美甘村 美甘村 美甘村 美甘村

川上村 川上村 川上村 川上村

八束村 八束村 八束村

中和村 中和村 中和村 中和村

勝田町 勝田町 勝田町 勝田町

大原町 大原町 大原町 大原町

東粟倉村 東粟倉村 東粟倉村 東粟倉村

作東町 作東町 作東町 作東町

英田町 英田町 英田町 英田町

寄島町
浅口市

（旧寄島町）
浅口市

（旧寄島町）

佐伯町 佐伯町 佐伯町 佐伯町
和気町

（旧佐伯町）
和気町

（旧佐伯町）
和気町

矢掛町 矢掛町

新庄村 新庄村 新庄村H9 新庄村 新庄村 新庄村

鏡野町 鏡野町

富村 富村 富村 富村

奥津町 奥津町 奥津町 奥津町

上斎原村 上斎原村 上斎原村

奈義町 奈義町

西粟倉村 西粟倉村 西粟倉村 西粟倉村 西粟倉村 西粟倉村

久米南町 久米南町 久米南町 久米南町 久米南町 久米南町

中央町 中央町 中央町 中央町

柵原町 柵原町 柵原町 柵原町

旭町 旭町 旭町 旭町

加茂川町 加茂川町 加茂川町 加茂川町

賀陽町 賀陽町 賀陽町 賀陽町

34 37 42 該当なし 39 41 43 18 20 20 20 20

過　　　疎　　　市　　　町　　　村　　　一　　　覧

津山市
（旧勝北町）

過疎地域の持続的発展の
支援に関する特別措置法

 (R3-R12)

美咲町 美咲町

真庭市

鏡野町 鏡野町

吉備中央町 吉備中央町

新見市 新見市

美作市 美作市

真庭市

高梁市 高梁市

井原市 井原市

津山市
（旧加茂町、
旧阿波村、
旧久米町）

津山市
（旧加茂町、
旧阿波村、
旧久米町）

過疎地域対策緊急措
 置法（S45-S54）

過疎地域振興特別措
 置法（S55-H１）

過疎地域活性化特別
 措置法（H２-H11)

過疎地域自立促進特別措置法
 (H12-R2)
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